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令和７年度の取組

(7)国際物流戦略チーム【幹事会】（令和8年3月2日）

◇本業務の実施内容を報告

(1)過去に起きた各種災害時の物流等の課題整理

◇過去に発生した地震、台風、風水害および津波等の災害時に、物流網に与えた影響や被害事例、企業の代替輸送事例（企業BCPにおけ
る代替輸送に関する記載事例含む）を収集

自然災害等により物流機能が停止・低下した事例、企業の対応事例を幅広く収集。

(3)外貿コンテナ代替輸送訓練(令和7年11月18日)

◇南海トラフ巨大地震による太平洋側港湾の被災を想定し、
北陸地域の港湾を代替利用する訓練を実施。
◇対面形式による実施(名古屋会場)

(6)【令和7年度 第2回 広域バックアップ専門部会】（令和8年2月5日）

外貿コンテナ代替訓練・内航フェリー・RORO船を活用した災害時の代替輸送訓練実施報告

(2)【令和7年度 第1回 広域バックアップ専門部会】（令和7年10月1日）

〇令和7年度の外貿コンテナ代替輸送訓練について
〇令和7年度の内航フェリー・RORO船を活用した代替輸送訓練について

(5)代替輸送手引書のBCPへの活用に関する検討
訓練時のアンケート結果等を踏まえて検討する。

◇企業BCPに具体性をもった物流機能継続対策（代替輸送ルートや代替輸送手順等）を記載してもらうためには？の視点で検討

外貿コンテナ代替輸送訓練 内航フェリー・RORO船を活用した代替輸送訓練

(4)内航フェリー・RORO船を活用した代替輸送訓練
(令和7年11月19日)

◇南海トラフ巨大地震発生を想定した訓練を実施
◇対面形式による実施(名古屋会場)

■北陸地域国際物流戦略チームの進め方
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令和7年度 広域バックアップ専門部会の取組

南海トラフ巨大地震を想定した代替輸送訓練の結果報告

代替輸送基本行動計画フォローアップについて

全国輸出入コンテナ貨物流動調査等を踏まえ代替輸送貨物需要の再推計を行う。

物流BCP作成支援について

企業BCPに必要な項目の整理を行い、「物流BCP作成支援の補助資料 」を作成
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令和７年度の代替輸送訓練・ワークショップの概要と結果
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代替輸送訓練・ワークショップの実施内容
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南海トラフ地震を想定した
北陸港湾への代替輸送訓練

- 国内海上輸送を想定した訓練 -

南海トラフ地震を想定した
北陸港湾への代替輸送訓練

－海外輸出を想定した訓練ー

令和7年11月19日（水）13:00～17:00令和7年11月18日（火）13:00～17:00開催日時

名古屋市 貸会議室 KUWAYAMA
（愛知県名古屋市中村区名駅 2丁目 45−19 桑山ビル８階）

場所

37名(企業数13社)53名(企業数23社)
参加人数
※オブザーバ含む

■第１部 北陸港湾のご紹介
■第２部 代替輸送訓練（外貿・内貿コンテナ）
■第３部 ワークショップ

訓練

今年度は、南海トラフ巨大地震により太平洋側港湾が利用できなくなったことを想
定し、北陸港湾への代替輸送に関する手続きや手順、社内外への対応について
訓練を実施し、また、企業の事業継続計画（企業ＢＣＰ）に不足している内容につい
てワークショップで討議した。



代替輸送訓練・ワークショップの実施内容

代替輸送に関するロールプレイング訓練

長野県に工場がある模擬会社が、南海トラフ巨大地震によって太平洋側港湾が被災した
場合に、北陸港湾へ代替輸送する対応をテーマとした。地震発生直後の初動対応から北
陸港湾への輸送まで、シナリオに従い訓練を行った。
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内貿代替輸送訓練(11月19日)外貿代替輸送訓練(11月18日)



代替輸送訓練・ワークショップのまとめ

活発な議論、意見交換が行われ、訓練参加者からは「代替輸送訓練の有用性」、「物流BCP
の方向性や課題」が理解でき、「自社のBCP策定更新に活用できる」との回答が得られた。

このほか「意識向上を図ることができた」、「自社ＢＣＰを考える良い機会となった」などの声
が寄せられた。

今年度は、名古屋では６年ぶりの開催。
新規参加者を中心に中京圏の荷主企業など約９０人が参加した。

来年度以降も継続的に参加いただくことはもちろん、さらに新規参加者・企業の獲得に向け
た取組みを進める。
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代替輸送基本行動計画のフォローアップ
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代替輸送基本行動計画フォローアップについて

全国輸出入コンテナ貨物流動調査等を踏まえ代替輸送基本行動計画（注）の代替輸送貨物
需要の再推計を行った。

■見直しの内容

・被害想定
○令和７年３月南海トラフ巨大地震被害想定の見直し(南海トラフ巨大地震対策検討WG）
○令和７年１２月首都直下地震被害想定の見直し（首都直下地震対策検討WG）
→これに伴い、太平洋側港湾の被害想定を見直す。

・代替輸送需要量
→令和５年度 全国輸出入コンテナ流動調査の結果と耐震強化岸壁の整備状況を反映し、

太平洋側港湾から発生する代替輸送需要量を推計
取扱量が新型コロナ後の回復途上であることから、全国の取扱量に対する代替輸送需
要量の割合を用いて、新型コロナ前のH３０と最新のR６の取扱量でそれぞれ算出

・北陸港湾（受入側）のポテンシャル
→北陸各港毎の状況の変化（荷役機械の更新、人手不足等）を反映させる。
→令和４～６年の各港外貿コンテナ取扱量をもとに受入能力を推計

※平常時の取扱量に対してどの程度受け入れられるか
→アンケート、ヒアリング調査を実施

注：北陸港湾の関係機関等が代替輸送を円滑に行うための基本的な行動を定めたもの
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〇北陸管内港湾の代替貨物受入能力(推計値)

・北陸管内の港運事業者等にヒアリング調査を行い、災害時の代替貨物受入に関する最新の状況（平時（過去３年
の取扱量）に対してどの程度受け入れられるか）を確認

・令和４～６年の取扱量の平均をもとに受入能力を推計
・なお、各港湾とも受入能力の維持に関して労働力不足等の課題がある。

代替貨物受入能力
(TEU/月)

【④(③－②)】

災害時の最大取扱能力
(TEU/月)

【③(①×②)】

※新潟港は固定値

平時の取扱い能力
※令和4～6年実績の平均

(TEU/月)
【②】

災害時の受入能力
【①】

港湾名

6,80520,00013,19520,000TEU/月新潟港

3162,4252,109平時の1.15倍直江津港

2,2988,0445,746平時の1.40倍伏木富山港

1,0616,3665,305平時の1.20倍金沢港

4902,9382,449平時の1.20倍敦賀港

10,97039,77428,804
平時の1.38倍
【※③÷②】

北陸合計

北陸港湾（受入側）のポテンシャル

9

平時に対して追加で
受入可能な貨物量



南海トラフ巨大地震時の代替輸送需要量(最大)
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留意点
※１上記の図は、令和５年度コンテナ流調、港湾統計をもとにした推計結果を示している。

※2 時系列で港湾側、生産消費側の復旧も考慮しており、「貨物取扱能力-生産・消費貨物量」が最大となる貨物量を用いて配分計算を行っている。（発災1か月後）

※3 貨物の生産消費地単位（生活圏）で輸送時間が短い港湾に優先的に配分している。

※4 港湾機能が受入可能量に達している場合、次に輸送時間が短い港湾に配分している。

※5 配分に際して地震による輸送経路の損傷による交通規制、通行止め等は考慮していない。

※6 様々な仮定を置いた上での、あくまでも推計値であり、実際の震災の際には様々な要因から値が変動する。

南海トラフ巨大地震の発生を想定した場合に、代替輸送が必要となる貨物量を推計した結果、全国の
コンテナ取扱量に対し、約21.1％（306,843TEU/月)※の貨物の代替輸送が必要であることがわかった。
そのうち、北陸港湾（新潟港、直江津港、伏木富山港、金沢港及び敦賀港）で受け入れる貨物量は約
3.6％（4,649TEU/月）となった。

※：貨物量はR6データ。R6は新型コロナ後の回復途上であり、新型コロナ前のH３０で試算すると217,385TEU/月

ただし、全国の受入量を超えた46,780TEUは含まない



南海トラフ巨大地震時の代替輸送需要量(最小)
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留意点
※１上記の図は、令和５年度コンテナ流調、港湾統計をもとにした推計結果を示している。

※2 時系列で港湾側、生産消費側の復旧も考慮しており、「貨物取扱能力-生産・消費貨物量」が最大となる貨物量を用いて配分計算を行っている。（発災1か月後）

※3 貨物の生産消費地単位（生活圏）で輸送時間が短い港湾に優先的に配分している。

※4 港湾機能が受入可能量に達している場合、次に輸送時間が短い港湾に配分している。

※5 配分に際して地震による輸送経路の損傷による交通規制、通行止め等は考慮していない。

※6 様々な仮定を置いた上での、あくまでも推計値であり、実際の震災の際には様々な要因から値が変動する。

南海トラフ巨大地震の発生を想定した場合に、代替輸送が必要となる貨物量を推計した結果、全国の
コンテナ取扱量に対し、約13.7％（199,628TEU/月)※の貨物の代替輸送が必要であることがわかった。
そのうち、北陸港湾（新潟港、直江津港、伏木富山港、金沢港及び敦賀港）で受け入れる貨物量は約
2.4％（4,658TEU/月）となった。

※：貨物量はR6データ。R6は新型コロナ後の回復途上であり、新型コロナ前のH３０で試算すると217,385TEU/月

九州地方
14.2％

中国地方
2.2％

四国地方
0％

近畿地方
43.9％

中部地方
0％

北陸地方
2.4％

関東地方
37.0％

東北地方
0.4％

493

316
2,298

1,061

490

図 推計結果

凡例
代替輸送貨物が受入可能な港湾
取扱能力が0となる港湾
数字は、代替貨物需要量に対する各地方の受入割合（推計結果）



留意点
※１上記の図は、令和５年度コンテナ流調、港湾統計をもとにした推計結果を示している。

※2 時系列で港湾側、生産消費側の復旧も考慮しており、「貨物取扱能力-生産・消費貨物量」が最大となる貨物量を用いて配分計算を行っている。（発災1か月後）

※3 貨物の生産消費地単位（生活圏）で輸送時間が短い港湾に優先的に配分している。

※4 港湾機能が受入可能量に達している場合、次に輸送時間が短い港湾に配分している。

※5 配分に際して地震による輸送経路の損傷による交通規制、通行止め等は考慮していない。

※6 様々な仮定を置いた上での、あくまでも推計値であり、実際の震災の際には様々な要因から値が変動する。

首都直下地震時の代替輸送需要量
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首都直下地震の発生を想定した場合に、代替輸送が必要となる貨物量を推計した結果、全国のコン
テナ取扱量に対し、約15.6％（227,178TEU/月)※の貨物の代替輸送が必要であることがわかった。
そのうち、北陸港湾（新潟港、直江津港、伏木富山港、金沢港及び敦賀港）で受け入れる貨物量は約
5.0％（11,270TEU/月）となった。

※：貨物量はR6データ。R6は新型コロナ後の回復途上であり、新型コロナ前のH３０で試算すると247,387TEU/月



物流BCPの作成支援
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物流BCP作成支援について

■代替輸送手引書の課題

代替輸送手引書（注）を活用し、各企業において、自社の実情に合わせて、物流BCP
の概念を踏まえた企業BCPを作成する必要があるが浸透していない。
⇒一般的な企業BCPにおいては物流BCPの考え方が不足しており、物流BCPの概
念が浸透していないことが伺えるため、物流BCP作成支援の補助資料を作成するこ
ととする。

代替輸送
手引書

企業BCP

物流BCP
作成支援の
補助資料

代替輸送手引書の物流BCPの概念を企業BCPに反映するための補助資料
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注：太平洋側で巨大地震が発生した場合に迅速な対応が取れるよう、事前に代替輸送を想定し、その手順を整理したもの



物流BCP作成支援の補助資料の記載内容

物流BCP作成支援の補助資料

☜物流BCPに必要な項目を、ワークショップ・
アンケート結果を基に「事前に確認しておく
べき情報」として体系別に整理。

青色着色部は、ページ下部と対応しており、
特に重要度が高い項目である。

☜上記のうち、特に重要と考えられる項目
（赤枠）を、「特に準備が必要なこと」として
詳細説明及び索引を記載。
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平時からの輸送の複線化するため、トラ
イアル輸送の実施を呼びかけ。

判断基準や権限移譲を明確にすることで、
柔軟に対応できることを補足。



今後の広域バックアップ専門部会について
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これまでの広域バックアップ専門部会について

○ 広域バックアップ専門部会について、平成24年度に設置して以来、下記のとおり代替輸送
基本行動計画の策定や代替輸送訓練等を実施

■代替輸送基本行動計画 ■代替輸送訓練

平成28年度に策定

各種フォローアップ

令和７年度に改定

平成2５年度より実施

各種訓練
○外貿コンテナ代替輸送訓練（H25～）
○内航フェリー・ＲＯＲＯ船を活用した代替輸
送訓練（R6～）

訓練の継続的な実施
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令和８年度以降の取組み

北陸港湾への代替輸送の実効性を高める取組みに関する議論

代替輸送訓練の継続的な実施

・参加者増に向けた取組み

→後援団体等との連携

→埼玉、名古屋２会場での開催

※不参加者へのアンケートで「関東方面での開催を希望する」「名古屋での開催であっ
たため参加を見送った」との回答があったため。

北陸港湾の利用促進に向けた取組み

・平時からの輸送ルートの複線化、トライアル輸送

北陸港湾の受入能力（ポテンシャル）の強化

・平時からの荷役能力向上

社会情勢の変化等に関する議論

地震以外の災害による代替輸送（遠隔地地震による津波、サイバー攻撃など）

担い手不足（トラックドライバー、港湾労働者）

「代替輸送基本行動計画」や「代替輸送手引書」の内容に関して、当部会、代替輸送訓
練アンケートにおいて特段の意見が無かったため、今後は必要に応じて検討することと
する。
今後は下記の取組みに絞って、別途設けるワーキンググループにおいて議論する。
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